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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

産
前
産
後
期
間
の
届
出
を
す
る
と

産
前
産
後
期
間
の
届
出
を
す
る
と

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
方
は
、
20
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保

険
料
の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
学
生
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度
・
産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度
問合せ先

帯
広
年
金
事
務
所
（
帯
広
市
西
１
条
南
１
丁
目
）

☎
０
１
５
５
‐
２
５
‐
８
１
１
３

役
場
住
民
課
戸
籍
年
金
係
☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

対
象
者

　

大
学
（
大
学
院
）、短
期
大
学
、高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学

校
お
よ
び
各
種
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
方
で

夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
課
程
の
方
を
含

む
。

　

学
生
納
付
特
例
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度

の
前
年
の
所
得
が
一
定
以
下
の
方
。た
だ
し
、

家
族
の
方
の
所
得
の
多
少
は
問
い
ま
せ
ん
。

申
請
方
法

●
申
請
書
に
よ
る
申
請

　

住
民
登
録
地
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
、
ま

た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
市
町
村
窓
口
ま
た
は
、
年
金
事

務
所
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
入
手
で
き
ま
す
。

※
在
学
期
間
が
確
認
で
き
る
学
生
証
の
写

し
、
ま
た
は
在
学
証
明
書
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

●
電
子
申
請

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
へ
ア
ク
セ
ス

②
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
ト
ッ
プ
画
面
の
「
年

金
の
手
続
き
を
す
る
」
を
選
択
し
、
ロ
グ

イ
ン

③
案
内
に
従
い
必
要
事
項
を
入
力

※
在
学
期
間
が
確
認
で
き
る
学
生
証
の
画

像
、
ま
た
は
在
学
証
明
書
の
画
像
を
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

承
認
期
間

　

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１
年
間
。
引

き
続
き
学
生
納
付
特
例
制
度
を
利
用
す
る
場

合
は
、
毎
年
度
の
申
請
が
必
要
で
す
。

保
険
料
の
追
納

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。
将

来
受
け
取
る
年
金
額
を
増
額
す
る
た
め
に

も
、
追
納
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

※
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の

翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
に
は
、
承
認
を
受

け
た
当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

次
世
代
育
成
支
援
の
観
点
か
ら
、
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産
し
た
際
に
、
出
産
前
後
の
一

定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
、
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

◆
届
出
時
期

　

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
届
出
可
能
で

す
の
で
、
速
や
か
に
届
出
く
だ
さ
い
。

◆
届
出
先

　

役
場
住
民
課
戸
籍
年
金
係

◆
添
付
書
類

〇
出
産
前
に
届
出
す
る
場
合

　

母
子
手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
が
確
認
で
き
る

書
類

〇
出
産
後
に
届
出
す
る
場
合

　

役
場
に
お
い
て
出
産
日
が
確
認
で
き
る
た
め

原
則
不
要

　出産予定日または出産日が属する

月の前月から４か月間の国民年金保

険料が免除されます。なお、多胎妊

娠の場合は、出産予定日または出産

日が属する月の３か月前から６か月

間の国民年金保険料が免除されます。

➡ここでの「出産」とは、妊娠85日（４

か月）以上の出産をいいます（死産、

流産、早産された方を含みます）。

▽
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

振
替
納
付
日
等
の
お
知
ら
せ

問合せ先

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w

.nta.go.jp

十
勝
池
田
税
務
署
☎
５
７
２
‐
２
１
７
１

振
替
日

　

令
和
６
年
分
の
確
定
申
告
の
振
替
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

税

目

振

替

日

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

令
和
７
年
４
月
23
日
（
水
）

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

令
和
７
年
４
月
30
日
（
水
）

※
振
替
日
の
前
日
ま
で
に
預
貯
金
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

確
定
申
告
が
間
違
っ
て
い
た
と
き

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
、
計
算
誤
り
な
ど
申
告
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付

い
た
場
合
は
、
次
の
方
法
で
申
告
内
容
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
申
告
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
早

く
申
告
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
と
き

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
で
、
税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
こ
と
や
純
損
失
等
の
金
額

を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
は
、
「
更
正
の
請
求
書
」
を
提
出
し
て
正

し
い
税
額
や
純
損
失
等
の
金
額
へ
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
請
求
内
容
が
正
当

と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
納
め
す
ぎ
た
税
金
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

各
年
分
の
法
定
申
告
期
限
（
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
は
各
年
の
翌
年
３
月
15
日
、

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
各
年
の
翌
年
３
月
31
日
、
土
日
の
場
合
は
そ
の
翌

日
。
）
か
ら
５
年
以
内
に
更
正
の
請
求
書
を
作
成
し
、
所
轄
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
と
き

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
で
、
税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
き

は
、
「
修
正
申
告
書
」
を
提
出
し
て
正
し
い
税
額
に
修
正
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

修
正
申
告
書
は
、
税
務
署
長
か
ら
更
正
を
受
け
る
ま
で
は
い
つ
で
も
提
出
で
き
ま
す
が
、

な
る
べ
く
早
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

修
正
申
告
に
よ
っ
て
新
た
に
納
め
る
税
額
は
、
修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
日
（
納
期
限
）

ま
で
に
延
滞
税
と
併
せ
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

修
正
申
告
に
よ
っ
て
新
た
に
納
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
税
額
を
納
め
る
と
き
は
、
法
定
納

期
限
（
令
和
６
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
は
令
和
７
年
３
月
17
日
（
月
）
、
個

人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
令
和
７
年
３
月
31
日
（
月
）
）
の
翌
日
か
ら
納
付

す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
延
滞
税
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
申
告
・
納

付
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
修
正
申
告
を
す
る
場
合
や
税
務
署
長
が
更
正
を
行

う
場
合
に
は
、
加
算
税
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
忘
れ
て
い
た
と
き

　

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
と
き
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
申
告
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。
申
告
の
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

税
務
署
長
が
所
得
金
額
や
税
額
の
決
定
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
税
務
署
長
が
決
定
を
行
う
場
合
や
申
告
期
限
に
遅
れ
て
申
告
し
た
場
合
な
ど
に

は
、
加
算
税
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
ほ
か
、
法
定
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
日
ま
で
の

延
滞
税
を
併
せ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

以
上
の
手
続
き
に
あ
た
っ
て

　

確
定
申
告
書
、
修
正
申
告
書
お
よ
び
更
正
の
請
求
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定

申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
（https://w

w
w
.keisan.nta.go.jp/

）
で
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
各

種
様
式
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
振
替
納
付
日
等
の
お
知
ら
せ

役
場
だ
よ
り


